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  （百万円未満切捨て）

１．平成31年10月期第１四半期の連結業績（平成30年11月１日～平成31年１月31日） 

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）
 

  売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

31年10月期第１四半期 8,234 － 683 － 663 － 428 － 

30年10月期第１四半期 － － － － － － － － 
 
（注）包括利益 31年10月期第１四半期 439 百万円 （－％）   30年10月期第１四半期 － 百万円 （－％） 
 

 
１株当たり 

四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

31年10月期第１四半期 30.92 30.85 

30年10月期第１四半期 － － 

（注）平成30年10月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成30年10月期第１四半期の数値及び対前年同四半期増減率に

ついては記載しておりません。 
 

（２）連結財政状態 

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

31年10月期第１四半期 46,675 31,514 65.7 

30年10月期 47,300 31,379 64.6 
 
（参考）自己資本 31年10月期第１四半期 30,656 百万円   30年10月期 30,543 百万円 

 

２．配当の状況 

 
年間配当金 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

30年10月期 － 21.00 － 22.00 43.00 

31年10月期 －        

31年10月期（予想）   21.00 － 22.00 43.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無 

 

３．平成31年10月期の連結業績予想（平成30年11月１日～平成31年10月31日） 

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）
 

  売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属 
する当期純利益 

１株当たり 
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 
第２四半期（累計） 21,700 － 2,000 － 1,950 － 1,300 － 93.68 

通期 46,400 13.4 4,550 18.6 4,450 18.0 2,900 13.5 208.98 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無 

（注）平成30年10月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、第２四半期（累計）の対前年同四半期増減率については記載し

ておりません。 
 



※  注記事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無 

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－ 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．７「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記

事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ：無 

②  ①以外の会計方針の変更                      ：無 

③  会計上の見積りの変更                        ：無 

④  修正再表示                                  ：無 

 

（４）発行済株式数（普通株式） 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 31年10月期１Ｑ 16,901,900 株 30年10月期 16,901,900 株 

②  期末自己株式数 31年10月期１Ｑ 3,025,286 株 30年10月期 3,025,286 株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 31年10月期１Ｑ 13,876,614 株 30年10月期１Ｑ 13,872,534 株 

 
 

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です 

 

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績

等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっ

ての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将

来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報

 当社は、前第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較分析は行っ

ておりません。

 

（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、総じて緩やかな景気回復傾向が続いているものの、通商問題

や金融資本市場の動向が世界経済に与える影響に対する懸念など、先行きの不透明感が強まっております。

 不動産業界におきましては、超低金利が続く住宅ローンによる住宅需要の下支えが期待されるものの、同業他社

との用地仕入や販売面における競争の激化、用地仕入価格の上昇、建設労働者不足や建築コストの上昇など、事業

環境の厳しさは続いております。

 このような環境の中、当社グループでは、お客様のニーズに即した魅力的な住宅造りに注力するとともに、事業

拡大に向けた人材確保・育成を推進してまいります。

 戸建事業のうち主力の戸建分譲では、前連結会計年度には分譲用地仕入の強化に取り組んだことで、仕入棟数の

増加を達成いたしましたが、今後の販売棟数拡大に向けて、引き続き良質な分譲用地の安定的な仕入に取り組んで

おります。また、協力業者の新規開拓を地域ごとの工事ブロック単位で連携して推進し、施工体制の強化に注力す

るとともに、工程管理の徹底にも努め、在庫回転率の向上にも取り組んでおります。平成30年５月に連結子会社と

なったアオイ建設株式会社（以下、アオイ建設）では、建売方式による戸建分譲の供給開始に向けて用地仕入、社

内体制の整備を進めております。収益性の面では、用地仕入価格や建築コストの上昇傾向に対応するべく、販売価

格帯に応じた商品戦略を明確化し、適切な収益力の維持・向上に取り組んでおります。注文住宅の請負工事では、

一般顧客からの受注拡大と不動産業者からの継続的な受注獲得を目指して営業活動を強化するとともに、建築コス

トの上昇に対応するべく、グループ全体での効率化や販売価格の適正化などに取り組んでおります。

 マンション事業では、不動産賃貸による安定的な収益がアオイ建設との統合により増加した他、平成31年２月に

竣工した新築分譲マンション「ファーストレジデンス須磨海浜公園」の販売活動を進めてまいりました。

 当社の木造建築のノウハウを戸建住宅以外の分野に活用するべく取り組んでいる特建事業では、当第１四半期連

結累計期間に木造集合住宅２棟の請負工事が完成・引渡しとなりました。

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間における経営成績は、売上高82億34百万円、営業利益６億83百万円、

経常利益６億63百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益４億28百万円となりました。

 

 セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

 

（戸建事業） 

 戸建事業のうち、主力の戸建分譲について、当第１四半期連結累計期間における販売棟数は270棟（うち、戸

建住宅 243棟、土地分譲 27区画）となり、売上高は75億63百万円となりました。戸建分譲では、安定的な分譲

用地仕入の継続と施工体制の強化に取り組んでおり、当第１四半期連結累計期間では完成物件の十分な確保にま

では至っていないものの、新たな協力業者の開拓は進みつつあり、今後完成棟数の増加を目指してまいります。

請負工事におきましては、販売棟数は25棟となり、売上高は４億34百万円となりました。戸建事業に関するその

他の売上高は30百万円となりました。収益性の面では、用地仕入価格や建築コストなど原価が上昇する傾向に対

応するために、販売価格帯に応じて商品戦略を明確化し徹底することで、収益性の維持に努めております。 

 これらの結果、戸建事業全体の売上高は80億28百万円となり、セグメント利益は８億29百万円となりました。 

 

（その他） 

 その他の事業セグメントのうち、マンション事業については、賃貸収益による売上高１億８百万円及びその他

の売上高１百万円となりました。特建事業においては、当第１四半期連結累計期間に２棟の木造集合住宅の請負

工事が完成・引渡しとなり、売上高は94百万円となりました。 

 これらの結果、その他の事業セグメント全体の売上高は２億３百万円となり、セグメント利益は62百万円とな

りました。 

 

（２）財政状態に関する説明

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は466億75百万円（前連結会計年度末比 1.3％減）となり、前連結

会計年度末に比べて６億25百万円減少しております。その主な増減の要因は、現金及び預金の減少31億39百万円及

びたな卸資産の増加25億83百万円であります。

 負債合計は151億60百万円（同 4.8％減）となり、前連結会計年度末に比べて７億59百万円減少しております。

その主な増減の要因は、支払手形・工事未払金の減少２億35百万円及び未払法人税等の減少４億52百万円でありま

す。
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 また、純資産は315億14百万円（同 0.4％増）となり、前連結会計年度末に比べて１億34百万円増加しておりま

す。その主な増減の要因は、当第１四半期連結累計期間における親会社株主に帰属する四半期純利益４億28百万円

に対して前連結会計年度の期末配当金の支払３億５百万円を行った結果、利益剰余金が１億23百万円増加したこと

であります。

 これらの結果、自己資本比率は65.7％となり、前連結会計年度末に比べて1.1ポイント上昇いたしました。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 平成31年10月期の連結業績予想につきましては、現時点では、平成30年12月14日に公表いたしました連結業績予

想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：千円） 

  前連結会計年度 
(平成30年10月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成31年１月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 14,429,371 11,289,646 

販売用不動産 8,371,052 8,611,597 

仕掛販売用不動産 14,093,561 15,913,421 

未成工事支出金 2,069,002 2,592,108 

貯蔵品 2,806 2,978 

その他 510,711 502,841 

流動資産合計 39,476,505 38,912,595 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 2,517,027 2,479,656 

土地 4,261,556 4,261,570 

その他（純額） 50,599 49,893 

有形固定資産合計 6,829,184 6,791,120 

無形固定資産 407,890 401,309 

投資その他の資産 586,572 570,021 

固定資産合計 7,823,647 7,762,452 

資産合計 47,300,153 46,675,047 

負債の部    

流動負債    

支払手形・工事未払金 4,745,383 4,510,129 

短期借入金 6,212,250 6,326,100 

1年内償還予定の社債 108,000 108,000 

1年内返済予定の長期借入金 429,728 421,631 

未払法人税等 677,793 225,673 

賞与引当金 163,668 80,640 

役員賞与引当金 21,700 25,200 

完成工事補償引当金 21,338 21,839 

その他 627,638 651,569 

流動負債合計 13,007,500 12,370,783 

固定負債    

社債 35,000 25,000 

長期借入金 2,560,886 2,456,954 

退職給付に係る負債 287,206 279,826 

その他 29,858 28,118 

固定負債合計 2,912,951 2,789,899 

負債合計 15,920,451 15,160,683 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,584,837 1,584,837 

資本剰余金 1,341,778 1,341,778 

利益剰余金 30,180,078 30,303,791 

自己株式 △2,593,020 △2,593,020 

株主資本合計 30,513,674 30,637,387 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 29,518 19,452 

その他の包括利益累計額合計 29,518 19,452 

新株予約権 30,167 30,167 

非支配株主持分 806,340 827,356 

純資産合計 31,379,701 31,514,364 

負債純資産合計 47,300,153 46,675,047 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第１四半期連結累計期間）

  （単位：千円） 

 
 当第１四半期連結累計期間 
(自 平成30年11月１日 

 至 平成31年１月31日) 

売上高 8,234,102 

売上原価 6,763,533 

売上総利益 1,470,569 

販売費及び一般管理費 787,476 

営業利益 683,093 

営業外収益  

受取利息 371 

受取配当金 1,703 

受取保険金 2,100 

その他 2,070 

営業外収益合計 6,246 

営業外費用  

支払利息 25,916 

その他 300 

営業外費用合計 26,216 

経常利益 663,123 

税金等調整前四半期純利益 663,123 

法人税等 212,087 

四半期純利益 451,035 

非支配株主に帰属する四半期純利益 22,036 

親会社株主に帰属する四半期純利益 428,998 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）

  （単位：千円） 

 
 当第１四半期連結累計期間 
(自 平成30年11月１日 

 至 平成31年１月31日) 

四半期純利益 451,035 

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △11,087 

その他の包括利益合計 △11,087 

四半期包括利益 439,948 

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 418,932 

非支配株主に係る四半期包括利益 21,016 
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

 該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

 該当事項はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（セグメント情報）

当第１四半期連結累計期間（自 平成30年11月１日 至 平成31年１月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

          （単位：千円） 

  報告セグメント 
その他 合計 調整額 

四半期連結 
損益計算書 
計上額   戸建事業 

売上高          

外部顧客への売上高 8,028,582 203,989 8,232,571 1,531 8,234,102 

計 8,028,582 203,989 8,232,571 1,531 8,234,102 

セグメント利益 829,819 62,426 892,246 △229,122 663,123 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり「マンション事業」及び

「特建事業」を含んでおります。

   ２．外部顧客への売上高の調整額1,531千円は、事業セグメントに帰属しない売上高であります。

   ３．セグメント利益の調整額△229,122千円は、事業セグメントに帰属しない売上高、各事業セグメント

に配分していない全社費用及びのれんの償却額5,231千円であります。全社費用は、主に事業セグメ

ントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

   ４．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 該当事項はありません。

 

（重要な後発事象）

（取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発

行）

 当社は、平成31年２月16日開催の取締役会において、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対

し株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権の募集事項について、下記のとおり決議いたし

ました。

(1）新株予約権の名称

 ファースト住建株式会社第３回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

(2）新株予約権の割当対象者及び人数

 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。） ４名

(3）新株予約権の数

 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に付与する新株予約権は1,198個とする。

 上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総

数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。ま

た、上記新株予約権の割当日における公正価値の総合計が株主総会で決議された報酬の限度を超える場合はこ

れを下回る個数まで減少させる。各人別の減少数は、当初の割当数に比例する。

(4）新株予約権の目的となる株式の種類及び数

 当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的となる株式数（以下、「付与株式数」という。）は、10株

とする。
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 なお、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割（株式無償割当てを含む。以下同じ。）又は株

式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権に

ついて、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる１株未満の端数については、これを切

り捨てる。 

 調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

 また、割当日後に当社が合併又は株式分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要

とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整されるものとす

る。

(5）新株予約権の払込金額

 新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズ・モデル」により算定され

る公正な評価額とする。

 なお、新株予約権の割り当てを受けた者に対し、当該払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することと

し、この報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務を相殺することをもって、当該新株予約権を取得させる

ものとする。

(6）新株予約権の割当日

 平成31年４月１日

(7）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる

株式１株当たり１円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額とする。

(8）新株予約権を行使できる期間

 平成31年４月２日から平成51年４月１日までとする。

 ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

(9）新株予約権の行使の条件

 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査等委員である取締役のいずれの地位も喪失した

時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役、監査等委員で

ある取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して

行使することができる。

(10）新株予約権の取得に関する事項

① 新株予約権者が権利行使をする前に、前記(9）の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を

行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得する

ことができる。

② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完

全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会（株主総会が不要な場合

は当社の取締役会）において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利

行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

(11）新株予約権の譲渡制限

 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会が承認を要するものとする。

(12）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(13）組織再編を実施する際の新株予約権の取扱

 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日におい

て残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）については、会社法第236条第１項第８号イか

らホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予

約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を

新たに交付するものとする。

 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分

割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
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② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数

 新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編

対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(4）に準じて決定する。

③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新

株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行

使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たりの金額を１円とする。

④ 新株予約権を行使することができる期間

 前記(8）に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちい

ずれか遅い日から、前記(8）に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑤ 新株予約権の取得に関する事項

 前記(10）に準じて決定する。

⑥ 新株予約権の譲渡制限

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 前記(12）に準じて決定する。

(14）新株予約権の行使により発生する端数の切捨て

 新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
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